


条例の名樟は『男女平等，冒条例Jに!

社会的慣習、社会的偏見、男女役割分業論などにみられる差別を受けてきたからこそ

その解消をめざすための条例作成ですからぜひここは f平等参蘭Jにして欲しい。共

同参画は対等なもの同士に使用されるはず。男女は現時点ではまだ対等ではないこと

は女子差別撤廃条約を見ても明らかです。

以下すべての「共同参画Jという言葉を平等，固にかえ、[前文1以下の f男女Jを「女

性-Jに改めることによって条例が作られた意味がはっきりと市民の心にきざまれる

と思います。

倒 [用語の定義}より

1 男女共同多画

・男女が、社舎の対等な横成員であること

・男女が.自らの意志で、あらゆる社会活動に多面する構会があること

・男女が、あらゆる鞠益を均等に享受し、責任も共に担うこと

本文

定見

本文 略

定見

1、男会平等参国

女性ほ社会の対等な構成員であること

女性はみずからの意思であらゆる社会活動に参画する機会があること

女性はあらゆる利益を均等に享受し、責任もともに担うこと

<)> 

第3 基本理念の項について

女性が家庭生活を担うだけでなく社会生活も担う存在になってきた今、長い世紀にわたっ

て女性を圧迫してきた社会慣習、偏見、役割分業論を取り払うために国の基本法が出来ま

した。主眼はこれまで男性が圧倒的多数で占めてきた仕事の場に参入する女性に置かれて

いると思います。ですからここは、あいまいにぽかさず「女性・職業生活Jをきちんと明

記したほうが基本理念の筋が通るのではないでしょうか。

。

4 憲庭生活とその他の活動との両立

・章旗が、相互の也カと社舎の支揖のもとに.養育や介置などの寧庭生活にお

ける活動とその他の活動を膏立して行うことができること

5 蛙蝿、出産その他の性と生殖に闘する値.についてのu
.jI寧が、お互いの性を..するとともに、鮭鰻.出量.その他の性と生殖に

闘する事項について、自らの決定が尊重され、生涯にわたる心身の健康にE-

aされること

6 国際社舎の動向への留意

・男女共同多薗の推進は.圃障社会と曹債な損傷を有するため、その動向に留

意するニと

1、女性の人権の尊重

恒接的または間積約I坊主別による郵j的扱いを受けないこと

2、社会における制度または慣行への配慮

・性別による固定的な役割分担を反映して、女性の社会における活動の選択に対

して!申立でない彫響を及ぼさないよう配慮されること

4、家庭生活と極量その他の活動との両立

家族が相互の協力と社会の支援のもとに、養育や介護などの家庭生活における

活動唖昼過その他の活動を両立して行うことができること

5、妊娠、出産その他の性と生殖に関する健康と粗利について|の配慮されること

いわゆる 2000年プランで出てきた分野のリプロダクテイプ・ヘルス/ライツ

の概念を基本理念として入れたことは他県、他市に勝るものとして高く評価ま

す。ただしリプロはヘルス/ライツとなってはじめて女性の人権となるわけで

すからライツを欠いては意味ないと思います
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.3 &*竃傘 {市‘市民および事窮者が責任を聾たすうえで&J院となる宥え}

本文
市 男女の入植の事量

-・人としての事厳が重んじられるζと

.性別による盤創的掻いを受けないこと

-・人として館方奮発翻する檀舎が檀保されること

2 祉舎における鋼鹿または慣行へのI!.

・性別による園定的な偉割分担を反映して、男女の社会における活動の遭釈に

対して艶署を及ぼさないよう配慮されること

3 融績、方針の立書および決定への共同.圃

・男女が対等な構膚員として、市の..または祉舎のあらゆる分野における方 F

針の立憲および決定に、発闘して・画する檀舎が砲保されること

第4 責 積 {革本理念を受Iす.それぞれが果たすべき役割}

1 市

. "*~も問多圃の纏進1三田する施績を箪定し.および翼線する貴曹を有する

.必要な予算措置等を自由じるよう努める

・施置を鰻定または実施するときは、市民および事象者と連慢を行う

2 市民

-・場‘掌按J地蟻、軍竃その他の祉会のあらゆる分野で、揖女共同，薗の推

進に揖める

. l'怖が行う施震に也カするよう努める

3 ・2医者
・司Jj医者Iま.その事集活動に回し.."女共同多田の推進に努め、その雇用する

揖女について.雇用止の蝿等な.会および待遇を確保するとともに、聴書生

活と軍車生活における活動の積立でeる鴫場現場の聾備に努める

・市が行う施僚に也カするよう努める

φ 



憲昆 1、市

。

・男女平等参画の推進に関する施策〈陣橿的改普措置を含割以を策定し、云々が必要。・必要な予算措置、云々。この項は評価

・施策〈陣極的積脅傭置を含むbを策定または実施するときは市民および事業制との意見、

情報の受像その他の連携を行う。 Iこの項は評価

2、市民

- 市が行う施策に協力するよう努める。 この項は評価

3、事業者 この項は評価

...0 

[ 市の革本的施箪 〕

.5 虫食共同多薗針踊

本文 可 男女共同，薗に回する曇本的な計置を箪定する

2 針画の策定にあたってl乱あらかじめ市民および長崎市'女失同，圃書信金の意

見を聴〈

、意見
3 計画を.定または賓更したときは、公表する

第5 男女平等，薗計画

本文

意見

3、計画を策定または変更したとき崎函函公表する

.6 市の蹟鏡決定過程への共同，圃の1量
柑』、ノ、-./、、〆崎、_...----~-一ー、--- 、.....-

ク

市の附属橿闘である審纏会等の委員を遷任するとき、一方の性に個らないよラにする

第6、市の政策決定過程への平等..の推進

本文

市の付属機関である審議会等の委員を選任するとき、反性曇員の敏が餐員の総数の10

分の4朱濁とならないよう選任しなければなれない。〈数値目栂を入れてください)1

φ 

.8 市民の理解を翠めるための措置

男*A同多薗のa*理念に闘して.市民の理解を翠めるため広報広聴活動などを行う

意見 男女平等参画の基本車念に関して、市民の理解を深めるため両民の，聞による懇話舎の

欄値等の広報・公瞳活動などを行う'01
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本文

意見

第9 .宵および学習の橿異等

， 1fi民があらゆるa舎を通じて、現女共同多薗について圃心と理解を環めるため、

学犠敏宵および社会樟禽における男女共同.薗に圃ずる敏宵または牢曹の橿興奮

図るための惜置を鶴ずる

2 教育にたずさわる者に対して.個々の敏禽本来の目的を実現する過程において、

揖女共同，語のA*理念に配慮した敏宵を行えるよう必要な措置を揖じる

第仏教育および学習の振興等

1、この項の起項は評価しますが、成人にとって今までの生育過程に染み込んでいる

男女役割分業の姿から解放されることは至難の技といえます。そしてジェンダー

に気づかないままに一部男性の反発の声もでてくるわけで、もちろん社会教育と

して公民館等での講座も必要ですが、ここはやはりマスメディアの影響も陰に腸

にあるわけですから協力願つてはどうでしょうか。 2項として掃入する

2、マスメディア及び情報発信に欝わる者I志、常にジェンダーに配慮し、性別まとは固定的

な性別役割分集意織にもとづいた寝現などを行わないことに留意するとともに、男女平

等推進に資するような情報発信に努めるものとする.。

窓見 l 次にこれから社会人となる次世代に対しては学校教育で計画的に副読本などを作って

教育していく必要があると思います。従って男女平等教育として周項を立てて欲しいと

考えます。

|第10、男女平等教育の提組

。l

意見

幼稚園、保育所、学校教育その他のあらゆる敦賀に犠わるものは、男女平等参国祉

の帰属に果たす教育の重要性にかんがみ、個々の叡宵の目的を実現する過種におも

て常にジェンダーにE慮し、男女平等，圃の理念に基づいた教育に努めるものとする。

(なお、定穫としてr~%ンダーJを位置付けること。)

懇話会提言として(雇用等の分野における男女平等参画の推進)と(事業者の表彰)

がありますがこの項は利潤追求優先の企業に対して市の目が光っていることを意識さ

せる大変重要な項目であるととらえます。この項はぜひ生かして欲しいと考えます。
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本文

意見

.10 縄蹟及び普情の申出への対底

1 性別による釜期的取録いなどの相践の申出があった場合には、関係する暢聞など

と遭鵠l..適切な措置を慎じる

2 男*共同多圃の推進に慣する施震または男女共同参画の推進に髭'を及ぼすと認

められる範績に圃して、苦情の申出を受けた場合には.間穫する値目と遭僧し、

適切な措置を踊じる

3 必要があるときは‘長崎市男女共同多画書館会の意見を聴〈ことができる

第10 相談及び苦情の申出への対応の項と第 17条性別による権利侵害があった場合

の措置の項には処理救済執行機関の付属機関としで第三者機関の設置を強く要

望します。ここはもちろん「役人でない機関j として設置し、組織としては定

数、資格、期限付き任期、市長からの委嘱などをさだめるべき。 1 1433 
。

本文

意見-
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軍 18 公援に表示する情報の制阻

何人も、公療に嚢示する情報において、性別による固定的な役割分担の章種を助長す

るような憲司や、関女共同，薗の推進を阻害するような嚢現を行わないよう努める

第18 公衆に表示する情報の制限

何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担の意義

|及び女性に対する・カを〈性的aカを含むb助長するような表現 云々。

以上

他の意見書からは懇話会提言内容と褒わった理由を問う声、 9月制定を既成とせすもっと

時閣をかけてつくるべきとの声があった。たしかに意見募集期間は3週間、意見交換会は

，ー箇所で1日のみとは市民各層ヘ行き渡るには十分でない。条例の重要さからいえば、た

とえば事前に1週間ぐらいテレビで流す予算がほしかった。これによって大多数のひとの

関山をひきつけたはすである。なお、今回の催事にあたって市は460件の文書送信をし

たそうである。また、受換会当日の出席者は女性議員をふくめて26名であった。
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